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サステナブル金融を通じて目指す
インパクトの創出

2019年1月30日

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、商品勧誘を目的としたものではありません。
記載されているデータは、各種情報源から入手、加工したものですが、正確性と完全性を保証するも
のではありません。
本資料に記載されている内容については将来見解の変更もありえます。
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国内外のESG市場規模

2500兆円を超える世界のESG市場（2016年） 日本のESG市場も急増している

26.6兆円 (2015年）

56.3兆円 (2016年）

＊JSIF調査（2015年より機関投資家調査開始、
2014年までは個人向け金融商品残高）

0.7兆円 (2014年）

136.6兆円 (2017年）

海外・国内の株主・投資家の変化を認識し、どう対応すべきか検討する必要性

231.9兆円 (2018年）
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金融コンセプトとしてのESGの進化

E（環境） S（社会） G（ガバナンス）

ESG

Gに関心が高い投資家（株主）の
力を活用し企業（経済）にE・S重視
を働きかける国連主導の取り組み

2006年

（国連）責
任投資原
則（PRI)

気候変動、温室効果ガスの
排出、水を含む資源枯渇、
廃棄物と汚染、森林破壊等

奴隷、児童労働、先住民のコミュニ
ティを含む地域社会、紛争、健康と
労働安全、従業員関連、多様性

役員報酬、贈収賄と汚職、ロビー
活動と政治献金、取締役会の多
様性と構造、税務戦略

外部
不経済

株式から債券、不動産、ヘッジファンド等に対象資産クラスが拡大

資産運用業界から保険、銀行と取り組みが金融業界全般に拡大

サステナブル金融

ESGは「長期的

視点で考慮され
るべき要素」と
位置付けられる
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インパクト金融＝サステナブル金融の中核

責任投資原則
（PRI）

持続可能な保険原則
（PSI）

責任銀行原則（PRB）
（2019年9月発足予定）

インパクト金融 Impact Finance

社会・環境課題の解決に主体的・直接的に影響を及ぼすこと

（サステナブル）タクソノミー （Sustainable） Taxonomy

（インパクト金融の対象となる）社会・環境課題に関する取り組みを分類すること

ポジティブ・インパクト金融原則（UNEP FI）



Copyright © 2013 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. All rights reserved. 5

サステナブルな社会の定義＝SDGs（持続可能な開発目標）

「誰一人取り残さない－No one will be left 

behind」をスローガンに2015年9月の国連サ
ミットで採択された2030年までの国際目標

持続可能（サステナブル）な世界を実現する
ための17のゴール・169のターゲットで構成
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銀行経営への示唆（インパクト金融の実践）

SDGsによって整理された社会的課題に対し、金融はどう対応すべきか？

ネガティブ・インパクト（NI）の最小化ポジティブ・インパクト（PI）の最大化

座礁資産リスクの抑制・評判リスク拡大の回避資金ニーズの発掘・業務拡大

社会・環境問題の解決に資する
企業やプロジェクトへ積極的に投融資を行う

社会・環境問題を引き起こす企業やプロジェクト
への投融資を抑制する

NIをもたらす企業やプロ

ジェクトからの投融資の
撤退（ダイベストメント）

NIをもたらす企業やプロ

ジェクトのインパクト中立化
（業態転換への支援等）

PIをもたらす企業

やプロジェクトを選
定し投融資する

PIをもたらす新たな

プロジェクトの創出に
主体的役割を果たす

ポジティブ・インパクト（PI）金融原則は、①投融資の対象とするインパクトの特定、②インパクトの評価方法の

決定、③実行後のインパクトのモニタリングを求めている
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支店戦略の柱

2003年
ESG（SRI）投資開始

2004年頃
環境金融開始

2010年頃
高齢問題テーマ化

2006年
With You導入

環境問題解決のための金
融商品・サービスの開発
（法人TS/不動産）

企業年金向けのESG特
化ファンド（SRI）の開発・
販売からスタート

特定ファンドだけでなく資
産運用プロセスにESGを
統合させる考え方に発展

高齢者向けの既存の商
品・サービスをサステナビ
リティ視点で再整理

支店が行っているロビー
展やセミナーに横串を刺
し意義付けを行う

認知症や住居問題など高
齢者特有の問題を踏まえ
個人業務との統合を志向

予算、ポイント制度、支店
ブログ、With You冊子な
どマネジメント体制を確立

問題解決型のビジネス（ポジティブ・インパクト）スタイルを確立

サステナビリティ５大テーマとして整理

サステナブル投資 気候変動問題 自然資本 環境不動産 超高齢社会問題

当初よりポジティブ・インパクトを意識 → SDGsとの強い関連付けが容易（「SDGs的な取り組み」とは一線を画す）

With You

として展開

証券代行業務においても
ESGコンサル（統合報告
書作成支援を含む）開始

サステナブル金融の推進（ポジティブ・インパクトの追求）
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サステナブル投資とSDGs
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気候変動問題への取り組みとSDGs
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自然資本に関する取り組みとSDGs
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環境不動産への取り組みとSDGs
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超高齢社会問題への取り組みとSDGs
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責任銀行原則（PRB）への署名

• UNEP FI（国連環境計画金融イニシアティブ）が2019年9月に発足させる銀行業界の原則。

• 本原則は、商品・サービスが顧客、顧客、投資家、そして社会にとってどのように価値を生
み出すかを明確に示し、事業戦略を社会の目標、
とりわけSDGsとパリ気候協定に示される目標に
一致させることを目指す。

• 三井住友トラスト・ホールディングスは2019年1月
に日本の銀行では初めて指示を表明した。

原則１ アライメント
持続可能な開発目標（SDG）、パリ気候協定、および関連する国内および地域の枠組みに示されて

いるように、私たちは事業戦略を調整して、個人のニーズと社会の目標に一致させ、かつ貢献しま
す。私たちは、最も大きな影響があるところに私たちの努力を集中します。

原則２ インパクト
私たちは、活動、商品、およびサービスから生じる人や環境へのネガティブなインパクトを軽減し、そ
れらに対するリスクを管理しながら、私たちの継続的なポジティブなインパクトを増大させます。

原則３
クライアント
と顧客

私たちは、持続可能な実践を奨励し、現在と将来の世代に共通の繁栄を生み出す経済活動を可能
にするために、私たちのクライアントと私たちの顧客と責任を持って協力します。

原則４
ステーク
ホルダー

私たちは、社会の目標を達成するために、関係するステークホルダーと積極的かつ責任を持って協
議し、関わり、協力します。

原則５
ガバナンス
と目標設定

私たちは、効果的なガバナンスと責任ある銀行のカルチャーの醸成を通じて、これらの原則へのコ
ミットメントを実行し、最も重要なインパクトに関する目標を設定・公開することによって野心を示し説
明責任を果たします。

原則６
透明性と
説明責任

私たちは定期的にこれらの原則の社員および会社としての実施をレビューし、プラスとマイナスのイ
ンパクトと社会の目標への貢献について透明性を保ち説明責任を果たします。
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ありがとうございました


